






第１章 

八女市都市計画マスタープランとは 

 

 

○本市の都市計画区域は、市域の一部分のみに設定されていますが、本マスタープランの対象範囲は、

市域全体とします。 

○社会経済情勢の変化に対応しながら、新しい都市づくりを展開するためには、総合的・長期的視点

に立って時代の潮流を的確に把握し、かつ、適切に対応する必要があります。このため、都市計画

マスタープランはおおむね 15 年～20 年の中長期を見据えた計画とします。 

 

 

 

 

 

○本市の平成 27 年（2015 年）の人口である６.４万人に対して、令和 23 年度の目標人口は、国立社

会保障 人口問題研究所から公表されている将来人口をもとに算定した４.２万人と定めます。 

 

○都市計画マスタープランは、八女市全体の総合的な都市づくり方針を定める「全体構想」と、地域別の

きめ細やかな都市づくり方針を定める「地域別構想」からなります。 

○また、全体構想および地域別構想により示された将来像を実現していくための「都市整備推進方策」を

定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画の基準年次：令和３（2021）年度 

↓ おおむね 20年後 

●計画達成の目標年次：令和 23（2041）年度 

現況分析 

＜八女市の現況＞ 

地域別構想 

＜地域のマスタープラン＞ 

都市整備推進方策 

＜都市づくりのすすめ方＞ 

全体構想 

＜都市のマスタープラン＞ 




